
 

【参考資料】 

（指定の申請及び基準） 

第49条の２ （省略） 

２ 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると

きは、前条の指定をしてはならない。 

⑴ （省略） 

⑵ 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな

くなるまでの者であるとき。 

⑶ 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定め

るものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが

なくなるまでの者であるとき。 

⑷ 申請者が、第51条第２項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算し

て５年を経過しない者（当該取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知

があつた日前60日以内に当該指定を取り消された病院若しくは診療所又は薬局の管理

者であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。）であると

き。ただし、当該指定の取消しの処分の理由となつた事実に関して申請者が有していた

責任の程度を考慮して、この号本文に該当しないこととすることが相当であると認め

られるものとして厚生労働省令で定めるものに該当する場合を除く。 

⑸ 申請者が、第51条第２項の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第15条

の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する

日までの間に第51条第１項の規定による指定の辞退の申出をした者（当該指定の辞退

について相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の日から起算して５年を経過しな

いものであるとき。 

⑹ 申請者が、第54条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検

査の結果に基づき第51条第２項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか

否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより厚生

労働大臣が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場

合における当該特定の日をいう。）までの間に第51条第１項の規定による指定の辞退の

申出をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）で、当該申出の

日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑺ 第５号に規定する期間内に第51条第１項の規定による指定の辞退の申出があつた場

合において、申請者（当該指定の辞退について相当の理由がある者を除く。）が、同号

の通知の日前60日以内に当該申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者であつ

た者で、当該申出の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

⑻ 申請者が、指定の申請前５年以内に被保護者の医療に関し不正又は著しく不当な行

為をした者であるとき。 

⑼ 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の管理者が第２号から前号までのいず

れかに該当する者であるとき。 


